
基本方針の改正く案Jに関する意見の募集結呆及び
各意見に対する考え方

r血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方釦の-部改正
く案1Jについて-平成20年2月4日から平成20年3月4日まで御意見を募集したと
ころ, 1 0件くうち個人3帆団体6凧地方自治体1肘の御意見をいただきましたo
お寄せいただいた御意見の概要とそれらに対する当省の考え方につきまして,以下の
とおり御報告いたしますo

今回御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申七上げますo

く第- 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向B
l意別

ri基本的な考え九のr4 公正の確保及び透明性の向上Jにおける.rその他
の血液事業に関わる者Jとは表現が唆疲ではないかo

E考え方J

r国ー地方公共団体その他の血液事業に関わる者Jとは,由じ項目のひとつ前の段落
に記轟している咽l地方公共団臥採卑事業乱製造販売業者乳医療関係者などJ
を指していますo

E意見7

血液事業について分かりやすい情報提供をしてほしいo献血事故や副作用等につい
ても情報をオ-プンにしてほしいo

r考え方7

国民の方々に献血の重要性や意義を御理解いただく観点から,若年者向けの献血につ
V-ての啓発等に力を入れてV.1a,ところですが1ホTムペ-ジの活用による情報提供など,

今後の献血推進の取組を検討する際の参考とさせていただきたいと.恩いますo凄重な御
意見をありがとうございましたo
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